
料金表
施設名 主な施設

基本使用料
（１時間あたり）

減額（半額）
（１時間あたり）

多目的室 ５５０円 ２７５円
会議室 ３００円 １５０円
和室１ １５０円 ７５円
和室２ １５０円 ７５円
多目的室 ４００円 ２００円
和室１ １００円 ５０円
和室２ １００円 ５０円
和室３ １００円 ５０円
研修室 ２００円 １００円
調理室 ２４０円 １２０円
多目的室 ４５０円 ２２５円
和室１ １００円 ５０円
和室２ １００円 ５０円
研修室１ １５０円 ７５円
研修室２ １００円 ５０円
調理実習室 ２４０円 １２０円
多目的室 ８００円 ４００円
会議・研修室０１ ３００円 １５０円
会議・研修室０２ １５０円 ７５円
会議・研修室０３ ２００円 １００円
調理室 ３００円 １５０円
和室０１ １００円 ５０円
和室０２ １００円 ５０円
音楽スタジオ １００円 ５０円
相談室 １００円 ５０円

●減額について
　　(1)　市が認める公共的団体が総会，役員会等の各種会議で利用するとき。
　　(2)　構成員の半数以上が市内に在住する65歳以上で構成する団体が利用するとき。

●免除について

●割増制度について
　　(1)　市外団体が利用する場合　　　　基本使用料の1.5倍
　　(2)　目的外で利用する場合　　 　　 基本使用料の2倍

　　(3)　市内の保育所，幼稚園，小中学校，特別支援学校，高等学校等が行う教育活動で使用すると
         き。

小絹コミュニティセンター

みらい平コミュニティセンター

板橋コミュニティセンター

谷井田コミュニティセンター

　　(1)　市内の各種団体が市などの行政機関から要請を受けてまたは行政事業の一環としての協力目
　　　　 的で利用するとき。

　　(3)　法人利用の場合                基本使用料の2倍～3.5倍

　　(9)　構成員の半数以上が市内に在住する障がい者で構成する団体が利用するとき。

　　(3)　構成員の半数以上が市内に在住する方で構成する団体が，施設の設置目的に沿った利用をす
         るとき。

　　(2)　公共的団体のうち事務局運営を市が直接行っている団体が総会，役員会等の各種会議で利用
　　　　 するとき。

　　(4)　市の認める公共的団体が青少年の育成を目的とした活動で利用するとき。

　　(6)　市の認めた文化振興事業を担う団体が，その活動目的に沿った大会・イベントを主催すると
　　　　 き。

　　(8)　構成員の半数以上が市内に在住する15歳以下(中学生)で構成する団体が利用するとき。

　　(5)　市の認める公共的団体が施設(建物に限る)内の共用スペースを利用し，かつ，スペース用途
         を妨げないことを条件とし作品等の展示で利用するとき。

　　(7)　構成員の半数以上が市内に在住する75歳以上で構成する団体が利用するとき。



●利用について

　　(2)　利用時間には，準備及び原状回復に要する時間を含みます。

●施設の予約方法について

　　(2)　申請書提出時に施設使用料を徴収いたします。
　　(3)　施設予約受付は，開館日の９：００～１７：００になります。

●利用制限について
　　(1)　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
 　 (2)  営利を目的とするとき。
　　(3)　前２号に掲げるもののほか，コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
    (4)  みらい平コミュニティセンターの音楽スタジオについては，個人での利用が可能。

●還付について

　　　 　市外団体（市内に在住･在勤･在学している方が半数以下で構成する団体）は，利用日の１ヵ
　　　　 月前から３日前までの申請となります。

　　(2)　利用日の14日前（利用日の14日前が休館日に当たるときは，当該日の直後の休館でない日）
　　　　 までに利用の取消しを申し出たとき。

　　(1)　利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

　　(1)　利用時間に１時間未満の端数が生じるとき，又は利用時間が１時間未満であるときは，当該
         １時間未満の時間については，１時間とみなして計算します。

　　(1)　市内団体（市内に在住･在勤･在学している方が半数以上で構成する団体）は，利用日の３ヵ
　　　　 月前から３日前までの申請となります。

　　(3)　未成年の方が施設を利用するときは，保護者又はこれに準ずる方の同伴が必要となります。


